
レポート対象期間：令和5年４月～令和6年３月

　発行日：令和6年６月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　島田掛川信用金庫



１．全職員が、環境活動に関する教育を身に付け、環境のための意識を高めます。

２．環境関連の法律を遵守し情報公開します。

３．地域社会と金庫が相乗的に発展できる関係構築を目指し、積極的な社会貢献への参加を

　　促します。

４．二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量の削減に努めます。特に、電力・ガソリン

　　コピー用紙の使用量の削減等、省資源・省エネルギー対策の推進、使用済の紙の分別回

　　収・紙資源の再利用を徹底します。

５．環境保全に貢献できる金融商品の開発や改良に取り組み地域での牽引役を担います。

６．環境経営の継続的改善を誓約する。

 　　　　　　　　　　　制定：２０１０年１１月１日

 　　　　　　　　　　　改定：２０２２年　７月１日（第3版）

お客さまと共に金庫も栄え　明るい職場と幸福な家庭をつくる

道徳を根とし　仁義を幹とし　公利を花とし　私利を実とす

島田掛川信用金庫

環境経営方針

島田掛川信用金庫は、「地域密着型金融」の確立のひとつとして、地域金融機関の「良き企
業市民」としての役割と社会的責任の遂行を図ります。このために、経営方針に循環型社会
づくりの貢献と環境問題への取り組みを掲げ、企業の社会的責任として、環境保全のために
積極的な活動を継続的に取り組みます。

　　　　　島田掛川信用金庫

環境経営方針

［基本方針］

［行動指針］

［経営理念］

［庫是］
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　　島田掛川信用金庫

　　　理事長   

　　①掛川本部 静岡県掛川市亀の甲二丁目２０３

　　②島田本部 静岡県島田市本通三丁目２ー１

　　③事務管理本部 静岡県島田市岸町４１２

　　④営業店 別紙のとおり（４９店舗）　　　　　　　　

　　環境管理責任者

　　EA21事務局 総務部　次長

　　電話 ０５３７－２４－６７１１

　　ＦＡＸ ０５３７－２４－２１７１

　　ＵＲＬ　　　　　　　　　 httpｓ://www.sk-shinkin.co.jp

　　金融業（預金・融資・為替・保険代理業）

　　設立　　　　　　　　　　明治１２年１１月２４日　設立

　　合併日 令和１年６月２４日（島田信用金庫・掛川信用金庫が合併）

　　出資金

　　常勤役職員数 ８１７名

　　４月１日～翌年３月３１日

　　平成２３年８月　　エコアクション２１認証・登録（旧島田信用金庫 本店・事務部を除く本部）

　　平成２７年８月　　エコアクション２１認証・登録（旧島田信用金庫 本店・本部及び全営業店）

　　令和　１年６月　　掛川信用金庫と合併に伴い「島田掛川信用金庫」に商号変更

　　令和　３年８月　　エコアクション２１認証・登録（旧掛川信用金庫全部店を加え全組織が認証範囲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１，９６６百万円

理事・総務部長 鈴木　康司

吉永　剛

組織の概要

３．環境管理責任者及び担当者

２．対象事業所所在地

１．事業所名及び代表者

４．連絡先

５．事業内容

６．事業所設立及び事業規模

７．事業年度

８．事業活動経緯
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対象事業所（全49店舗）

店舗数 店番 店  舗  名 郵便番号 所        在        地 電 話 番 号

1 101 島田本店営業部 427-0022 島田市本通三丁目２ー１ (0547)35-6511

2 102 向谷支店 427-0038 島田市稲荷三丁目２０ー４３ (0547)37-4121

3 103 七丁目支店 427-0022 島田市本通七丁目８３８８ー１ (0547)37-2185

4 104 初倉支店 427-0111 島田市阪本１３２５ー２ (0547)38-1001

5 105 藤枝支店 426-0034 藤枝市駅前二丁目１１ー９ (054)641-5351

6 106 大井川支店 421-0218 焼津市下江留２１７ー３ (054)622-0515

7 107 川根支店 428-0313 榛原郡川根本町上長尾８２４ー１ (0547)56-1131

8 108 金谷支店 428-0016 島田市金谷栄町３４７－１００ (0547)45-2161

9 109 吉田支店 421-0301 榛原郡吉田町住吉１７３５ー１ (0548)32-1231

10 110 榛原支店 421-0422 牧之原市静波２０７ー１ (0548)22-1155

11 111 相良支店 421-0523 牧之原市波津７０３ー１ (0548)52-1322

12 113 神戸支店 421-0304 榛原郡吉田町神戸２１９０ー１ (0548)32-0800

13 114 藤枝東支店 426-0018 藤枝市本町四丁目２ー３ (054)643-4131

14 115 静岡支店 420-0053 静岡市葵区弥勒一丁目３ー１２ (054)251-0401

15 116 清水支店 424-0043 静岡市清水区永楽町１１ー１６ (054)364-8711

16 117 六合支店 427-0019 島田市道悦五丁目２ー５ (0547)35-2811

17 119 豊田支店 422-8027 静岡市駿河区豊田三丁目４ー１ (054)283-3151

18 121 西千代田支店 420-0841 静岡市葵区上足洗二丁目１ー１ (054)246-4611

19 122 焼津支店 425-0021 焼津市中港一丁目４ー１７ (054)627-2711

20 123 掛川駅前支店 436-0077 掛川市駅前４ー４ (0537)24-4115

21 128 牧の原支店 421-0501 牧之原市東萩間２７７５ (0548)27-2244

22 129 家山支店 428-0104 島田市川根町家山４３４ー５ (0547)53-2121

23 134 西焼津支店 425-0074 焼津市柳新屋８４２ (054)628-5300

24 136 五和支店 428-0007 島田市島８９６ー２ (0547)45-5291

25 137 藤枝南支店 426-0062 藤枝市高岡二丁目１－３ (054)635-2111

26 138 榛原東支店 421-0421 牧之原市細江１１３１ー５ (0548)23-0330

27 139 島田北支店 427-0057 島田市元島田２４４ー４ (0547)34-5211

28 001 本店営業部 436-0028 掛川市亀の甲二丁目２０３ (0537)22-6111

29 011 連雀支店 436-0093 掛川市連雀３－１１ (0537)22-3911

30 012 下俣支店 436-0025 掛川市下俣２００－１ (0537)22-3251

31 013 菊川支店 439-0006 菊川市堀之内１４８４ (0537)35-3161

32 014 浜岡支店 437-1612 御前崎市池新田３９４５－１ (0537)86-2390

33 015 大須賀支店 437-1301 掛川市横須賀１４６０－１ (0537)48-2611

34 016 小笠支店 437-1514 菊川市下平川１６０９－２ (0537)73-2331

35 017 御前崎支店 437-1621 御前崎市御前崎１１１－３ (0548)63-3371

36 018 大東支店 437-1421 掛川市大坂１６２０ (0537)72-2481

37 019 袋井支店 437-0015 袋井市旭町二丁目４－２８ (0538)42-0111

38 020 袋井南支店 437-0036 袋井市小川町１４－４ (0538)43-3811

39 021 掛川東支店 436-0073 掛川市金城６７ (0537)24-4151

40 022 菊川南支店 439-0018 菊川市本所１４４４ (0537)36-5111

41 023 磐田支店 438-0071 磐田市今之浦二丁目１０－１１ (0538)37-0111

42 024 城北支店 436-0052 掛川市柳町３ (0537)24-6211

43 025 桜木支店 436-0224 掛川市富部９５０－１ (0537)24-7711

44 027 駅南支店 436-0028 掛川市亀の甲二丁目１－１ (0537)22-1311

45 028 浅羽支店 437-1101 袋井市浅羽１５２－１ (0538)23-7211

46 030 島田西支店 427-0044 島田市宮川町２４７１－１ (0547)37-2211

47 031 大東北支店 437-1401 掛川市高瀬９５－１ (0537)74-4811

48 140 六合東支店 427-0011 島田市東町１３２３ (0547)35-3700

49 141 大洲支店 426-0051 藤枝市大州二丁目２０ー３３ (054)635-1066

別 紙
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(総務部 次長　吉永 剛)

EA２１事務局

統括責任者

（理事長　 ）

環境管理責任者

(理事・総務部長　鈴木　康司)

内部監査員
（人事部 副部長） 

担　　当 役割・責任・権限

・緊急事態発生時の統括

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営システムの構築、運用、維持に必要な経営資源の準備（人材、設備、資金等）

環境管理責任者
（理事・総務部長　鈴木　康司）

・環境経営システムを確立・実施・維持管理の継続運用

・環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画の立案・評価

・環境経営計画の進捗状況把握と理事長への報告

・環境関連法規等の把握と管理

・環境経営システムに関する規程類の整備

・環境関連教育、訓練の計画策定と統括

統括責任者
（理事長　  ）

・環境経営システムの構築、環境経営マニュアルの制定並びに見直し

・環境管理責任者の任命

・環境経営方針、環境経営目標の決定並びに見直し

・環境経営計画の承認

・緊急事態発生時の対応実施と報告

・問題発生時に対する是正及び予防措置の対応指導

・理事長による環境経営システムの見直しのための情報提供

EA２１事務局
（総務部 次長　吉永 剛）

・環境経営計画の推進と必要とする資源の準備

・更新審査、中間審査など、申請に係る事務手続き

・環境経営レポートの作成、データ収集と分析

・環境経営活動の啓蒙

・環境教育訓練計画の企画、教育資料の作成、配布、掲示

・環境教育訓練結果の記録、取り纏め

全職員
・環境経営方針の確認・理解

・各個人における環境マネジメントシステムの実施

・活動内容、取組結果の周知、公表など

部門責任者
（各部 副部長）

・部門に係わる環境経営計画の進捗状況の把握

・部門に係わる環境経営計画の実施

・部門に係わる環境経営の取組結果の啓蒙

実施体制
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　当金庫は、140年以上にわたり、金融に関する事業活動を通じて持続可能な社会の実現に向けて貢献してきました。
日本最古の信用金庫として、SDGsの理念に賛同し、今後も地域の課題解決と地方創生に取り組んでまいります。

 ・・関連取り組み・・

実施体制
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環境経営目標
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環境経営目標の実績
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環境経営目標の実績評価
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令和５年度環境経営計画の取組結果とその評価、次年度以降の主な取組内容
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高校生によるＤＸ・デジタルを活用した取組発表会

「環境に優しい地域社会の実現に向けた協定書」の締結

環境経営計画取組結果・島田掛川信用金庫独自の取組内容
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セミナー等の参加・実施

かけがわＳＤＧｓフェスタ 事業者向け地域脱炭素セミナー

運送業「２０２４年問題」セミナー みらデジ体験会

将来への備えのお手伝い
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環境保全に貢献できる金融商品の販売

環境に配慮した店舗づくり
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環境関連商品の購入・使用等
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廃棄物分別の徹底（リサイクル）

電力デマンド監視システム活用 低燃費車両の利用（HEV）

窓口支援システムの導入
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地域貢献（環境保全）の実施・地域行事への参加

島田市清掃活動 島田産業まつり 藤枝駅前商店街納涼市

しまだ大井川マラソンボランティア

地域が繋がるプロジェクト

年金ふれあいデーのプレゼントを連携して作成しました。

 掛川特別支援学校  島田工業高等学校  藤枝西高等学校

15



１．環境関連法規等の遵守

      当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

遵守状況

 

２．訴訟等の有無

　　関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

　　　確認日：令和６年６月２８日

法規等の名称 適用内容 備考

　廃棄物の処理
　　　及び清掃に関する法律 ○

収集運搬業者及び処分業者の委託契約 契約書、業者の許可証

マニフェスト管理 A・B2・C2・D・E票の保管

委託契約書の管理 永久保管

マニフェストの保管 総務部にて５年間

マニフェスト交付等状況報告 特別管理産業廃棄物管理者の設置

　PCB特措法 ○
PCBコンデンサーの保管・管理 専用保管場所の設置

PCB含有廃棄物の保管状況報告 紛失等の防止

　家電リサイクル法
対象機器（家電商品）を排出する場合、対象機器の再商品
化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引き渡
し、収集・再商品化等に関する料金の支払をする。

エアコン・冷蔵庫・洗濯・テレビ
など 〇

　自動車リサイクル法 使用済自動車 〇

使用済となった自動車は取引業者へ引き渡す。

リサイクル費用は資金管理法人に預託
リース会社への協力と監督

　消防法 ○
防火管理者を定め、防火対象物について消防計画を作成す
るなど、防火管理に必要な措置を講じ、法令の遵守を徹底
する。

防火対象物について消防計画を定める

消防用設備の設置・維持等

火災予防

　下水道法

公共下水道と位置し、設置・管理の基準が定められてい
る。使用開始時期または水量・水質の変更があった場合の
届出、設置の届出、水質の測定及び水質基準の遵守を徹底
する。

排出基準には全国基準と都道府県
基準がある。特定施設の設置の場
合はさらに細かい基準と報告にな
る。

○

　浄化槽法 ○維持管理基準の遵守

維持管理契約の締結

法定検査の実施

保守点検・定期清掃の実施

　グリーン購入法

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性を
よく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選ぶ。
平成１３年５月に国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律に基づく。

環境ラベルやデータ集の情報から
活用し、環境負荷の少ない製品を
購入していく。

○

　ビル管理法
掛川本部・島田本部の建物が該当
（延べ床面積　３，０００㎡以
上）

○

特定建築物の届出

建築物環境衛生管理技術者の選任

建築物環境衛生管理基準の遵守

　フロン排出抑制法

第１種特定製品（業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器）の

引き渡す。

また、書面（回収依頼書）を交付し、３年間保存する。

・電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」

・全ての第一種特定機器（業務用冷凍空調機器）が対象

　①自身での「簡易点検（３ヵ月に１回以上）」実施

○

　②空調機（５０kW以上）１年に１回以上

　③空調機（７．５kW～５０kW未満）３年に１回以上

①企業・法人管理者が確認

②・③有資格者による

点検記録簿を機器廃棄後３年間保存

定期点検実施

廃棄については、登録された第１種フロン類回収業者に

３年間保存する

引取証明書の交付を受け、

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無
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☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

代表者による全体の評価と見直し・指示
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